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三重県地域防災計画（地震・津波対策編） 
 令和２年３月修正案概要 

 
 

１「防災基本計画」の見直しに伴う修正について 

中央防災会議が作成する防災基本計画（南海トラフ地震防災対策推進基本計画）

について、令和元年５月修正の内容を反映しました。 

○第２部 災害予防・減災対策 

    第６章 南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応 

第１節 南海トラフ地震臨時情報（調査中）に対する対応 

   ・迅速な初動体制の確立や情報の収集・伝達方法について 

第２節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）に対する対応 

   ・情報の収集・伝達や後発地震に対する警戒措置等について 

第３節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に対する対応 

   ・情報の収集・伝達や後発地震に対する注意措置等について 

                          

 

２ 災害救助法による救助基準の改定内容の反映 

災害救助法に基づく、救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準が令和元

年 10月に改定されたことから、改定内容を反映しました。 

※また、例年４月１日に改定されることから、令和２年４月１日に改定がある場

合はその改定内容を反映します。 

○第３部 発災後対策 

第１章 災害対策本部機能の確保 

第７節 災害救助法の適用 

・災害救助法による救助の程度と期間           

 

３ その他の修正事項の反映 

   以下の項目については、風水害等対策編と共通しています。 

（１）企業・事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成促進に伴う修正について 

    第３次行動計画において、県内中小企業の防災対策として「業務継続計画（ＢＣＰ）」 

に加え、「中小企業強靭化法」（令和元年７月施行）による国の「事業継続力強化計画」 

認定制度や「三重県版経営向上計画」制度も推進することとしていることから、新た

に記載しました。 

〇第２部 災害予防・減災対策 

     第１章 自助・共助を育む対策の推進 

第５節 企業・事業所の防災対策の促進 

       ・県による企業・事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）の作成促進や企業・事業 

        所による作成努力等を追記。        
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（２）「三重県職員防災人材育成指針」に基づく職員の防災人材育成に伴う修正について 

現在策定作業を進めている「三重県職員防災人材育成指針」に基づき、県職員一人 

   ひとりが自分事として日常的に防災・減災に取り組み、発災後は被災者の早期の生活 

   再建と地域社会のより良い復興を県民とともに成し遂げるよう、県職員の防災人材育 

成を図るために新たに記載しました。 

〇第２部 災害予防・減災対策 

     第５章 防災体制の整備・強化 

第１節 災害対策機能の整備及び確保 

       ・「三重県職員防災人材育成指針」に基づく、職員の防災人材育成を追記                   

 

 

（３）災害薬事コーディネート機能の確保に伴う修正について 

   平成 31年３月、県は一般社団法人三重県薬剤師会と災害薬事コーディネーターの 

派遣にかかる協定を締結したところであり、県や地方部の災害対策本部に招へいする 

災害薬事コーディネーターによるコーディネート機能が十分に発揮できる体制の整備 

に努めるため、新たに記載しました。 

※三重県災害薬事コーディネーターは、災害時に県が行う医薬品等の確保・供給、県 

医薬品等集積施設等の設置・運営、応援薬剤師の受入・調整等について必要な助言 

等を行います。 

〇第２部 災害予防・減災対策 

     第５章 防災体制の整備・強化 

第３節 医療・救護体制及び機能の確保 

・県災害対策本部・地方部における災害薬事コーディネーター機能の体制整 

備を明記。 

                    

 

 

（４）救援物資等の供給に関する修正について 

令和元年５月、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」の

改定に伴い対象品目に乳児用液体ミルクを追加、また令和元年度に全国各地で発生し

た災害の教訓等を踏まえ、避難所の衛生管理向上のために本県独自に取り組んでいる

対策を反映しました。 

〇第３部 発災後対策 

     第５章 救援物資等の供給 

第２節 救援物資等の供給 

・市町における乳児用液体ミルク及び携帯・簡易トイレの供給を追記。 
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（５）文化財・歴史的公文書等の保護に関する修正について 

   三重県文化財保存活用大綱の策定にあわせ、その内容を反映しました。 

〇第３部 発災後対策 

     第７章 復旧に向けた対策 

第３節 文教等対策 

・歴史的公文書等の被害状況の把握や、所有者等に対する保存、応急処置及 

び被害拡大防止等の措置にかかる指示・助言を追記。 

 

 

（６）その他平成 31年３月修正からの取り組み状況を踏まえた修正について 

   ・全病院の災害医療マニュアルの整備 

   ・ＪＡＸＡ、ドローン関係団体からの情報提供 

 

 

４ その他時点修正が必要な事項 

   その他、県庁内各部局や各市町、各関係機関から出された意見に基づき修正を行い 

ます。 

 


